
特命（１者）随意契約理由の公表（R5.10～R5.12契約締結分）

契約の相手方

商号（名称） 所在
契約期間

1
委託・
役務等

総務課

会津美里町光ケーブ
ル支障移転作業（瀬
戸町：高本線111-
113）業務委託

NTT柱に添架しているH&Sネット
ワーク事業の光ケーブルについ
て、電柱建替に伴い移転が必要と
なったため業務を委託する。

当該作業委託については、町が所有するH&S
ネットワーク事業の光ケーブルがNTT柱に共
架していますが、移設工事により支障移転の
対象となるため、施工するもの。
今般作業を委託する東日本電信電話株式会社
宮城事業部福島支店は当町のＨ＆Ｓネット
ワーク事業において光ファイバ回線の保守を
担当しており、電気通信事業者では同社以外
には施工できないため、地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号に基づく随意契約とす
る。

東日本電信電話株
式会社宮城事業部
福島支店

福島県福島市山下町
5番10号

総価 2,272,600円 令和5年10月15日 令和5年10月15日 ～ 令和6年2月29日 ２号

2
委託・
役務等

総務課
職員用ノートパソコ
ン導入作業業務委託

令和5年度総契第9号業務用パソコ
ンリースにおいて調達した100台
のPCについて職員が業務で使用で
きるよう設定作業を委託する。

本業務は、調達したPCに本庁のネットワーク
の環境を考慮して、各種ソフトウェアのイン
ストール、各種設定を行う必要がある。本業
務は本庁のネットワーク保守・設定等を行っ
ている上記の事業者以外に当該業務を行うこ
とができないため、地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号に基づく随意契約とする。

株式会社シンク
福島県会津若松市イ
ンター西105番地

総価 2,654,300円 令和5年11月1日 令和5年11月1日 ～ 令和6年2月28日 ２号

3
委託・
役務等

総務課

地方公共団体情報シ
ステムの標準化・共
通化準備業務（国保
システム）委託

令和7年度までに実施する地方公
共団体情報システムの標準化・共
通化のために行うもので、現行の
国民健康保険システムを国が提供
する国保事務処理標準システムへ
移行する業務を委託する。

本業務は、令和7年度までに実施する地方公
共団体情報システムの標準化・共通化の準備
のために行うもので、現行の国民健康保険シ
ステムを国が提供する国保事務処理標準シス
テムへ移行するもの。
上記業者は、町の国保システムの運用を担当
しており、システムを移行するための条件や
環境を詳細に把握している同社以外に業務を
行うことができないため、地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号に基づく随意契約とす
る。

株式会社シンク
福島県会津若松市イ
ンター西105番地

総価 17,160,000円 令和5年11月10日 令和5年11月10日 ～ 令和6年3月28日 ２号

4
委託・
役務等

総務課
新庁舎移転時導入機
器保守延長業務委託

本業務は、本庁舎移転時に導入し
たネットワーク機器類の保守が令
和５年11月30日で期限を迎えるこ
とから、保守を1年間延長する業
務を委託する。

本業務は、本庁舎移転時に導入したネット
ワーク機器類の保守が令和5年11月30日で期
限を迎えることから、保守を1年間延長する
もの。本町のネットワーク保守は同社が行っ
ており、セキュリティの関係上、同社以外に
業務を行うことができないため、地方自治法
施行令第167条の2第1項第2号に基づく随意契
約とする。

株式会社シンク
福島県会津若松市イ
ンター西105番地

総価 994,356円 令和5年11月20日 令和5年12月1日 ～ 令和6年11月30日 ２号
「長期継続契約
（１か年）」

5
委託・
役務等

総務課
会津美里町役場本庁
舎防火設備修繕

令和5年9月に結果報告があった建
築設備定期報告業務委託において
不備が指摘された、本庁舎に設置
してある防火設備の修繕。

本業務は、令和5年9月に結果報告があった建
築設備定期報告業務委託において、不備が指
摘された本庁舎に設置してある防火設備の修
繕を行うもの。
　会津美里町役場本庁舎については、町と庁
舎建設施工業者の代表である（株）安藤・間
との間で「安藤・間保証規準」を取り交わし
ており、同規準に基づき今まで発生してきた
修繕は実施している。
　これまでの経緯を踏まえ本業務について
は、庁舎施工時に設置したものであることか
ら構造に精通している業者を選定するのが望
ましい点、また本業務施工後の庁舎管理にお
いて不備が発見された場合の責任の所在を明
確化する観点からも本業務はその性質が競争
入札に付することが不利と認められるものと
考えられるため、地方自治法施行令第167条
の2第1項第6号の規定に基づき随意契約とす
る。

株式会社安藤・間
東北支店

宮城県仙台市青葉区
一番町一丁目3番1号

総価 547,800円 令和5年12月25日 令和5年12月25日 ～ 令和6年3月29日 ６号

根拠法令 備考特命随意契約の理由
総価/
単価

契約金額
（税込）

契約締結日番号 区分 所管課 件名 契約内容



特命（１者）随意契約理由の公表（R5.10～R5.12契約締結分）

契約の相手方

商号（名称） 所在
契約期間 根拠法令 備考特命随意契約の理由

総価/
単価

契約金額
（税込）

契約締結日番号 区分 所管課 件名 契約内容

6
委託・
役務等

総務課
電子入札システム改
修等支援業務

当町で運用している電子入札シス
テムにおいて、電子入札の対象範
囲を拡大させるにあたり、電子入
札システム改修及び事業者向け説
明会を実施する業務を委託する。

導入済であるシステムの改修等を行うことに
なるため、導入事業者以外の者に施工させた
場合、既存システムの運用に支障を生ずるお
それがあることから、電子入札システムの導
入事業者である上記の者を選定し、地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号に基づく随意
契約とする。

株式会社日立シス
テムズ　東北支社

宮城県仙台市青葉区
本町二丁目15番1号

総価 660,000円 令和5年10月4日 令和5年10月4日 ～ 令和5年10月13日 ２号

7
委託・
役務等

総務課
福島県議会議員一般
選挙期日前投票受付
等業務委託

福島県議会議員一般選挙の期日前
投票において、町職員のみで運営
することは人員確保の観点から困
難であるため、受付業務を委託す
る。

本業務は期日前投票の受付に関する事務であ
り、短期間で業務を理解し、正確かつ適切な
事務処理と個人情報保護体制が必要であるこ
とから、その性質が競争入札に適さないもの
であり、当町における同業務について十分な
実績を持つ上記業者を選定し、地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約
とする。

富士ソフトサービ
スビューロ株式会
社

東京都墨田区江東橋
2丁目19番7号

総価 1,174,140円 令和5年10月25日 令和5年10月30日 ～ 令和5年11月17日 ２号

8
委託・
役務等

総務課
福島県議会議員一般
選挙ポスター掲示板
設置及び撤去業務

福島県議会議員一般選挙の選挙執
行に当たっては、公営にてポス
ター掲示場を設置する必要がある
ため、設置及び撤去業務を委託す
る。

福島県議会議員一般選挙におけるポスター掲
示板の設置及び撤去業務を行うもので、高齢
社会対策の一環として、高年齢者の雇用安定
化と地域社会の福祉向上、さらには活性化を
図ることができるよう努めるため、地方自治
法施行令第167条の2第1項第3号に基づく随意
契約とする。

公益社団法人会津
美里町シルバー人
材センター

福島県大沼郡会津美
里町下堀字中川360
番地4

総価 407,609円 令和5年10月20日 令和5年10月23日 ～ 令和5年11月24日 ３号

9
委託・
役務等

政策財政課
地域おこし協力隊求
人広告業務

地域おこし協力隊求人広告掲載に
係る業務を委託する。

契約の相手方は、WEBページ「日本仕事百
貨」において、地域おこし協力隊の求人記事
掲載の実績が多数あり、写真を多数用いた読
み物として、業務内容や町の様子を掲載して
いる。そのため、移住した際の生活をイメー
ジしやすく、移住した際のミスマッチ軽減す
るをことができる。さらに、これまでのノウ
ハウを活かした募集記事の掲載が可能であ
る。したがって、地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号に基づく随意契約とする。

株式会社シゴトヒ
ト

東京都江東区三好1—
7⁻14 総価 644,420円 令5年10月16日 令5年10月16日 ～ 令和5年12月8日 ２号

10
委託・
役務等

健康ふくし課
高齢者インフルエン
ザ予防接種業務委託

予防接種法第５条及び第６条によ
るインフルエンザ予防接種を各医
師会に所属する医療機関にて個別
接種する。

両沼郡医師会、会津若松医師会、喜多方医師
会、福島県医師会を選定することで、各医師
会に属する医療機関で受診することができ
る。契約の方法については、地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約と
する。

一般社団法人両沼
郡医師会

福島県河沼郡会津坂
下町字古市乙150番
地

単価 3,885,000円 令和5年10月1日 令和5年10月1日 ～ 令和6年1月31日 ２号

11
委託・
役務等

健康ふくし課
高齢者インフルエン
ザ予防接種業務委託

予防接種法第５条及び第６条によ
るインフルエンザ予防接種を各医
師会に所属する医療機関にて個別
接種する。

両沼郡医師会、会津若松医師会、喜多方医師
会、福島県医師会を選定することで、各医師
会に属する医療機関で受診することができ
る。契約の方法については、地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約と
する。

公益社団法人会津
若松医師会

福島県会津若松市イ
ンター西33番地5 単価 3,885,000円 令和5年10月1日 令和5年10月1日 ～ 令和6年1月31日 ２号

12
委託・
役務等

健康ふくし課
高齢者インフルエン
ザ予防接種業務委託

予防接種法第５条及び第６条によ
るインフルエンザ予防接種を各医
師会に所属する医療機関にて個別
接種する。

両沼郡医師会、会津若松医師会、喜多方医師
会、福島県医師会を選定することで、各医師
会に属する医療機関で受診することができ
る。契約の方法については、地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約と
する。

一般社団法人喜多
方医師会

福島県喜多方市稲清
水2333番地１ 単価 3,885,000円 令和5年10月1日 令和5年10月1日 ～ 令和6年1月31日 ２号
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13
委託・
役務等

健康ふくし課
高齢者インフルエン
ザ予防接種業務委託

予防接種法第５条及び第６条によ
るインフルエンザ予防接種を各医
師会に所属する医療機関にて個別
接種する。

両沼郡医師会、会津若松医師会、喜多方医師
会、福島県医師会を選定することで、各医師
会に属する医療機関で受診することができ
る。契約の方法については、地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約と
する。

一般社団法人福島
県医師会

福島県福島市新町4
番22号

単価 3,885,000円 令和5年10月1日 令和5年10月1日 ～ 令和6年1月31日 ２号

14
委託・
役務等

健康ふくし課
任意インフルエンザ
予防接種事業委託

インフルエンザ予防接種を各医師
会に所属する医療機関にて個別接
種する。

両沼郡医師会、会津若松医師会を選定するこ
とで、各医師会に属する医療機関で受診する
ことができる。契約の方法については、地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく
随意契約とする。

一般社団法人両沼
郡医師会

福島県河沼郡会津坂
下町字古市乙150番
地

単価 1,697,000円 令和5年10月1日 令和5年10月1日 ～ 令和6年1月31日 ２号

15
委託・
役務等

健康ふくし課
任意インフルエンザ
予防接種事業委託

インフルエンザ予防接種を各医師
会に所属する医療機関にて個別接
種する。

両沼郡医師会、会津若松医師会を選定するこ
とで、各医師会に属する医療機関で受診する
ことができる。契約の方法については、地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく
随意契約とする。

公益社団法人会津
若松医師会

福島県会津若松市イ
ンター西33番地5 単価 1,697,000円 令和5年10月1日 令和5年10月1日 ～ 令和6年1月31日 ２号

16
委託・
役務等

建設水道課
企業会計システムイ
ンボイス制度対応改
修業務委託

企業会計システムをインボイス制
度対応とするためのプログラム改
修業務を委託する。

企業会計システムから出力される各種帳票、
入力画面をインボイス制度に対応したものと
するために企業会計システムを改修するもの
であり、システム管理事業者である株式会社
シンクを選定した。契約の方法については、
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基
づく随意契約とする。

株式会社シンク
福島県会津若松市イ
ンター西105番地

総価 847,000円 令和5年4月17日 令和5年4月17日 ～ 令和5年9月28日 ２号

17
委託・
役務等

建設水道課
水道台帳システム更
新業務委託

GIS地図台帳の更新業務(配管管路
図、給水施設データ、戸別止水
栓・メータ管理資料作成)を委託
する。

既存のGIS地図システムにおける管路台帳の
更新業務であるため、システム管理事業者で
ある国際航業株式会社福島営業所を選定し
た。契約の方法については、地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約と
する。

国際航業株式会社
福島営業所

福島県郡山市中町１
番22号

総価 2,530,000円 令和5年11月6日 令和5年11月7日 ～ 令和6年3月15日 ２号

18
工事・
製造

建設水道課
第3水源取水ポンプ
更新工事

第3水源取水ポンプの故障により
取水ポンプ2台を更新する。

水源の取水ポンプは給水事業の根幹であるた
め、早急に取水ポンプを更新する必要があ
り、既存の取水ポンプ施工事業者である東北
機電工業株式会社を選定した。契約の方法に
ついては、地方自治法施行令第167条の2第1
項第5号に基づく随意契約とする。

東北機電工業株式
会社

福島県いわき市小名
浜字中原9番地の6

総価 3,850,000円 令和5年10月24日 令和5年10月24日 ～ 令和6年3月16日 ５号

19
工事・
製造

建設水道課
荻窪ポンプ場№1送
水ポンプ改修工事

荻窪ポンプ場№1送水ポンプが故
障のため送水ポンプ1台を更新す
る。

配水ポンプは給水事業の根幹であるため、早
急に配水ポンプを更新する必要があり、既存
の配水ポンプ施工事業者である東北機電工業
株式会社を選定した。契約の方法について
は、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
に基づく随意契約とする。

株式会社ニノテッ
ク

福島県郡山市島二丁
目44番2号

総価 1,430,000円 令和5年12月15日 令和5年12月18日 ～ 令和6年3月15日 ５号

20
工事・
製造

建設水道課
会津美里町下水道台
帳システム更新業務
委託

GIS地図台帳の管路図等更新業務
を委託する。

既存のGIS地図システムにおける管路台帳の
更新業務であるため、システム管理事業者で
ある株式会社ニノテックを選定した。契約の
方法については、地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号に基づく随意契約とする。

国際航業株式会社
福島営業所

福島県郡山市中町1
番22号

総価 1,466,300円 令和5年11月15日 令和5年11月16日 ～ 令和6年3月15日 ２号

21
委託・
役務等

建設水道課
町道12009号線修正
設計業務委託

修正設計業務

現在事業進捗中の町道12009号線歩道整備に
係る用地交渉結果生じた計画の変更内容を工
事に反映するため、既存の測量設計成果品に
対する修正業務であり、現場の設計条件、調
査データを備え付けてあり、作業の効率性も
よいことから、柳津測量設計株式会社と地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく
随意契約とする。

柳津測量設計株式
会社

福島県河沼郡柳津町
大字細八字下平22

総価 990,000円 令和5年10月23日 令和5年10月24日 ～ 令和6年3月21日 ２号



特命（１者）随意契約理由の公表（R5.10～R5.12契約締結分）

契約の相手方

商号（名称） 所在
契約期間 根拠法令 備考特命随意契約の理由

総価/
単価

契約金額
（税込）

契約締結日番号 区分 所管課 件名 契約内容

22
委託・
役務等

建設水道課
町道13094号線修正
設計業務委託

修正設計業務

現在事業進捗中の町道13094号線道路改良事
業に係る用地交渉結果生じた計画の変更内容
を工事に反映するため、既存の測量設計成果
品に対する修正業務であり、現場の設計条
件、調査データを備え付けてあり、作業の効
率性もよいことから、柳津測量設計株式会社
と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に
基づく随意契約とする。

柳津測量設計株式
会社

福島県河沼郡柳津町
大字細八字下平22

総価 935,000円 令和5年11月16日 令和5年11月17日 ～ 令和6年3月21日 ２号

23
委託・
役務等

建設水道課
河川敷桜支障木枯れ
枝伐採処分業務委託

支障木伐採及び処分業務を委託す
る。

町道敷の老朽化した桜の木の枝の伐採処分を
行うものであり、落下等の危険があり早急に
伐採を行う必要がある。契約方法について
は、地域に精通し林業の実績が豊富である栗
城林業株式会社と地方自治法施行令第167条
の2第1項第5号に基づく随意契約とする。

栗城林業株式会社
福島県大沼郡会津美
里町字東川原3250

総価 583,000円 令和5年11月22日 令和5年11月22日 ～ 令和5年12月28日 ５号

24
委託・
役務等

建設水道課
道路台帳補正業務委
託

道路台帳補正業務

既存の道路台帳（管理システム）の補正業務
で、町道の管理や交付税算定の基礎資料とな
る道路台帳調書を作成するうえで不可欠なも
のであり、システムの構築・納入業者でもあ
る国際航業株式会社と地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号に基づく随意契約とす
る。

国際航業株式会社
福島営業所

福島県郡山市中町1
番地22号

総価 3,080,000円 令和5年11月29日 令和5年11月30日 ～ 令和6年3月27日 ２号

25
委託・
役務等

建設水道課
下中川団地C1号棟給
水ポンプユニット交
換修繕

既存のポンプユニットが故障して
しまったため、新しいポンプユ
ニットに交換する。

本修繕は、下中川団地C1号棟の給水ポンプユ
ニットが老朽化により故障したたポンプユ
ニットを交換する業務である。通常は２つの
ポンプが交互に稼働しているが、片方のポン
プが故障したため、もう一方のポンプに負担
がかかっている。もう一方のポンプが故障し
た場合は断水となるため、緊急に修繕する必
要がある。
選定業者は、同規格である下中川団地C2号棟
の給水ポンプユニットを令和４年度に交換し
た実績があり、また、普段から下中川団地C1
号棟の給水施設の点検を行っており構造を熟
知しているため早急な修繕が見込める。
　契約方法については、緊急の必要により競
争入札に付することができないため、地方自
治法施行令第167条の2第1項第5号に基づく随
意契約とする。

有限会社横山鉄工
所

福島県会津美里町字
高田甲4416番地

総価 1,452,000円 令和5年10月10日 令和5年10月10日 ～ 令和6年3月29日 ５号

26
委託・
役務等

町民税務課
償却資産データエン
トリー業務

償却資産申告書を基に総合行政シ
ステムと取り込むためのパンチ
データを作成する業務を委託す
る。

　本業務は、既存の電算システムと密接不可
分の関係にあり、同一システム開発者以外の
者にプログラムの増設・追加等を履行させる
と、既存の電算システムの運用に著しく支障
をきたす恐れがある。よって、適正にデータ
を取り込むことが出来るのは、現在当町が総
合行政システムの契約をしている（株）シン
クを相手方として、地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号に基づく随意契約とする。

株式会社シンク
福島県会津若松市イ
ンター西105番地

総価 772,145円 令和5年12月20日 令和6年1月4日 ～ 令和6年3月18日 ２号



特命（１者）随意契約理由の公表（R5.10～R5.12契約締結分）

契約の相手方

商号（名称） 所在
契約期間 根拠法令 備考特命随意契約の理由

総価/
単価

契約金額
（税込）

契約締結日番号 区分 所管課 件名 契約内容

27
委託・
役務等

町民税務課
住民税課税資料デー
タ入力業務

給与及び年金支払報告書のデータ
を申告支援システムにパンチ入力
し、給与支払報告書等データの画
像処理及び住基情報等との紐付け
処理をする業務を委託する。

　本業務は、1月から2月にかけて事業所から
提出される給与及び年金支払報告書のデータ
を申告支援システムにパンチ入力し、給与支
払報告書等データの画像処理及び住基情報等
との紐付け処理をするものであり、2月から
の所得申告相談に支障なく運用を行い、次年
度における適正な住民税賦課のために必要な
ものである。
短い期間の中で的確かつ速やかに業務が遂行
される必要があるためシステムの総合的な運
用管理を行っている（株）シンクを相手方と
して、地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号に基づく随意契約とする。

株式会社シンク
福島県会津若松市イ
ンター西105番地

総価 1,780,350円 令和5年12月22日 令和5年12月22日 ～ 令和6年3月22日 ２号

28
工事・
製造

こども教育課
本郷中学校消火ポン
プ改修工事

本郷中学校内にある既存消火ポン
プ撤去及び消火ポンプ新設
付帯電気設備改修

本郷中学校敷地内にある屋内消火栓ポンプの
老朽化によりポンプ本体が著しく劣化してい
る。また付帯電気設備が一部故障しポンプ稼
働時に漏電する恐れがあるため改修するも
の。長年、当該校の消防用設備点検を実施し
ており、ポンプの状況を熟知している当該見
積人を選定した。
現在、東北電気保安協会に委託している電気
設備点検において、絶縁不良箇所の指摘を受
けており現状のままでは令和6年度の電気設
備点検委託を継続できない旨の通知があっ
た。早急な改修が必要であることから地方自
治法施行令第167条の2第1項第5号に基づく随
意契約とする。

福島防災有限会社
福島県会津若松市馬
場本町4番58号

総価 6,886,000円 令和5年10月23日 令和5年10月23日 ～ 令和6年3月31日 ５号

29 物品 こども教育課
高田小中学校コン
ピュータ機器類購入

高田小学校・高田中学校において
リースアップコンピュータ機器類
を購入する。

高田小学校、高田中学校でリース契約を締結
し、使用しているコンピュータ機器類につい
て、町内各中学校のICT教育を充実させるた
め、リースアップの機器類を購入するもの。
当該機器類は、ICT教育を推進する上で十分
な機能を有しており、新たな機器を購入契約
するよりも経費面で安価である。よって地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく
随意契約とする。

シャープファイナ
ンス株式会社東北
支店

宮城県仙台市若林区
卸町東3丁目1－27

総価 1,186,680円 令和5年10月23日 令和5年10月23日 ～ 令和5年11月1日 ２号



特命（１者）随意契約理由の公表（R5.10～R5.12契約締結分）

契約の相手方

商号（名称） 所在
契約期間 根拠法令 備考特命随意契約の理由

総価/
単価

契約金額
（税込）

契約締結日番号 区分 所管課 件名 契約内容

30 物品 こども教育課
教育系ネットワーク
データセンター使用

小中学校の学習用パソコン・タブ
レットや教職員用の校務用パソコ
ンをネットワーク接続するために
必要となる教育系ネットワークに
ついて、施設となるデータセン
ターの使用契約期間が満了を迎え
ることから、引き続き児童生徒、
教職員が教育系ネットワークを使
用できるようにするために、デー
タセンター使用の契約を行う。

小中学校でインターネット環境と接続するた
めに必要となる教育系ネットワーク回線網に
ついて、基幹施設となるデータセンターの使
用契約期間が満了を迎えることから新たに使
用契約を行うもの。教職員が現在利用してい
る校務支援システムは、令和8年3月31日まで
の長期継続契約による利用となっており、且
つ当該データセンター内にシステム構築され
ているため、引き続き同データセンターの使
用契約を締結する必要がある。当該見積人
は、これまでデータセンターの運営について
定期的にメンテナンスを実施し、障害等も起
きておらず、対応も良好。また、トラブル発
生時のバックアップ体制も万全であるため地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づ
く随意契約とする。

株式会社エフコム
エフコムデジタル
ラボ

福島県会津若松市東
栄町1番77号

総価 3,244,005円 令和5年10月24日 令和5年10月24日 ～ 令和8年3月31日 ２号
「長期継続契
約」

31
委託・
役務等

こども教育課
会津美里町外国語指
導助手派遣業務

外国語活動及び外国語科につい
て、外国語指導助手（ALT）の派
遣業務を委託する。

外国語指導助手派遣業務の委託に当たり、予
算額の範囲内において最も効果的な事業成果
を生む手法の提案を受けることが望ましいた
め、公募型プロポーザル方式により受託候補
者を選定した。契約の方法については、地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく
随意契約とする。

会津グローバル
ネットワークス株
式会社

福島県大沼郡会津美
里町字宮里21番地
野尻金属高田事業所
内

総価 75,088,200円 令和5年12月28日 令和5年12月28日 ～ 令和11年3月31日 ２号
「長期継続契約
(５カ年)」

32
工事・
製造

生涯学習課
本郷生涯学習セン
ターWi-Fi増設工事

庁舎内で統一したＷｉ－Ｆｉの通
信環境を確保するため、既に設置
されている機器類を増設する。

既設Ｗｉ－Ｆｉの設置者であり、同一の通信
環境を確保するクラウド構築が可能な業者で
あることから、当該見積人を選定。契約の方
法については、地方自治法施行令第167条の2
第1項第6号に基づく随意契約とする。

東日本電信電話株
式会社 宮城事業部
福島支店

福島県福島市山下町
5番10号

総価 1,419,000円 令和5年10月18日 令和5年10月18日 ～ 令和6年2月29日 ６号

33
委託・
役務等

生涯学習課
会津美里町おんかつ
支援事業業務委託

芸術文化の振興を目指すため、じ
げんホールを活用した「おんか
つ」に取り組み、地域交流プログ
ラム（アクティビティ）とクラ
シックコンサート業務を委託す
る。

本業務は、おんかつ支援事業（公共ホール音
楽活性化支援事業）実施に係る公演業務を委
託するものである。複合文化施設じげんホー
ルの活用と町民の文化・芸術に親しむ環境づ
くり、さらには町の芸術文化の振興を図るた
め、クラシック音楽の専門的知識と高度な演
奏技術を有し、これまでの本事業における十
分な実績と経験を持つ当該見積人を選定し
た。契約の方法については、地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約と
する。

株式会社ミリオン
コンサート協会

東京都港区虎ノ門１
－21－10グランス
イート虎ノ門702

総価 662,208円 令和5年12月4日 令和5年12月13日 ～ 令和6年12月16日 ２号

根拠法令　地方自治法施行令第167条の２第１項第２号から第９号までに規定する随意契約によることができる場合
２号（性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき）
３号（身体障害者授産施設等から物品を調達、シルバー人材センター等から役務の提供を受ける契約をするとき）
４号（新たな事業分野の開拓を図る者が新商品として生産する物品を買い入れる契約をするとき）
５号（緊急の必要により競争入札に付することができないとき）
６号（競争入札に付することが不利と認められるとき）
７号（時価に比して著しく有利な価格で契約することができる見込みのある時）
８号（競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき）
９号（落札者が契約を締結しないとき）


